
 

医療安全に関する取り組み 

 

当院では、医療安全対策に係る適切な研修を修了した医療有資格

者を管理者とする医療安全管理室を設置しています。医療安全対策

に関して病院全体として取り組み、医療事故発生の防止と発生時の

速やかな対応を行っており、その他以下の取り組みを実施していま

す。 

1． 医療安全管理委員会を設置し、毎月 1回会議を行い、医療安全

対策に係る取り組みの評価を行っています。 

2． セーフティーマネジメントチーム(SMT)を設置し、定期的な院

内環境ラウンドを実施のうえ、各部門における医療安全対策の実

施状況を把握・分析しています。また週 1回のカンファレンスを

開催し日々報告されるヒヤリハット等の共有を行っています。 

3． 医療事故、インシデント等は全職員がスムーズに報告可能な体

制を整備し、報告があった際には分析・具体的な改善対策を実施

しています。 

4． 安全管理のための基本的考え方及び具体的方策について職員に

周知徹底を図ることを目的とし、研修計画に基づき、年６回研修

会を行っています。 

5． 医療安全に関するご相談はお近くのスタッフ、または相談窓口

へ気軽にお声がけください。医療安全管理者へお取り次ぎしてお

ります。 
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